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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートの製造方法であって、
　前記製造方法が、エマルジョンと架橋剤と起泡剤とを含有するエマルジョン組成物を、
メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程
を含み、
　前記エマルジョンが、アクリル系エマルジョンと、エチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンと、を含有し、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）に対する前
記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）の重量比（前記エチレン酢酸ビニ
ル共重合体エマルジョン／前記アクリル系エマルジョン）が、０．０５～１．７であり、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）及び前記エ
チレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）に対する前記架橋剤の重量比｛前記架
橋剤／（前記アクリル系エマルジョン＋前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン）
｝が、０．０１～０．１２であり、
　前記エマルジョン組成物が、前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンとして、少
なくとも２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンを含有し、
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンは、粘度（ｍＰａ・ｓ）及び／又
はガラス転移温度が相互に異なるものである
ことを特徴とする、シートの製造方法。
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【請求項２】
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンの粘度は２，０００～４，０００ｍＰａ・ｓであり、他方のエチレ
ン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの粘度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体エマ
ルジョンの粘度よりも５００～１，５００ｍＰａ・ｓ低い、請求項１記載のシートの製造
方法。
【請求項３】
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンのガラス転移温度は－３０℃～３０℃であり、他方のエチレン酢酸
ビニル共重合体エマルジョンのガラス転移温度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体
エマルジョンのガラス転移温度よりも５℃以上低い、請求項１又は２記載のシートの製造
方法。
【請求項４】
　前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径が、１．０μｍ以下である、
請求項１～３のいずれか一項記載のシートの製造方法。
【請求項５】
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径の差が０．１～０．５
μｍである、請求項１～４のいずれか一項記載のシートの製造方法。
【請求項６】
　アクリル系エマルジョンのガラス転移温度とエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン
のガラス転移温度が、いずれも－１０℃以下である、請求項１～５のいずれか一項記載の
シートの製造方法。
【請求項７】
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートの製造方法であって、
　前記製造方法が、エマルジョンと架橋剤と起泡剤とを含有するエマルジョン組成物を、
メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程
を含み、
　前記エマルジョンが、アクリル系エマルジョンと、エチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンと、を含有し、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）に対する前
記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）の重量比（前記エチレン酢酸ビニ
ル共重合体エマルジョン／前記アクリル系エマルジョン）が、０．０５～１．７であり、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）及び前記エ
チレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）に対する前記架橋剤の重量比｛前記架
橋剤／（前記アクリル系エマルジョン＋前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン）
｝が、０．０１～０．１２であり、
　アクリル系エマルジョンのガラス転移温度とエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン
のガラス転移温度が、いずれも－１０℃以下である
ことを特徴とする、シートの製造方法。
【請求項８】
　前記シートが、前記多孔質フォーム層の一方の面側に設けられた第一の層を更に有する
、請求項１～７のいずれか一項記載のシートの製造方法。
【請求項９】
　前記シートが、前記第一の層上に積層された第二の層を更に有する、請求項８記載のシ
ートの製造方法。
【請求項１０】
　前記第一の層又は前記第二の層が、印刷層、反射層又はホワイトボードとしての機能を
有する層である、請求項８又は９記載のシートの製造方法。
【請求項１１】
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートの製造方法であって、
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　前記製造方法が、エマルジョンと架橋剤と起泡剤とを含有するエマルジョン組成物を、
メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程
を含み、
　前記エマルジョンが、アクリル系エマルジョンと、エチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンと、を含有し、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）に対する前
記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）の重量比（前記エチレン酢酸ビニ
ル共重合体エマルジョン／前記アクリル系エマルジョン）が、０．０５～１．７であり、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）及び前記エ
チレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）に対する前記架橋剤の重量比｛前記架
橋剤／（前記アクリル系エマルジョン＋前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン）
｝が、０．０１～０．１２であり、
　前記多孔質フォーム層の密度が、１５０～３００ｋｇ／ｍ３であり、
　前記多孔質フォーム層の厚さが、０．５～２．０ｍｍであり、
　前記多孔質フォーム層の平均セル径が３０～２００μｍであり、
　前記多孔質フォーム層の層間剥離強度が、３．０Ｎ／１２ｍｍ以上であり、
　前記多孔質フォーム層の２５％圧縮荷重が、２．０～１１．０ｋＰａであり、
　前記多孔質フォーム層の粘着強度が、０．４～２．５Ｎ／２４ｍｍである、
ことを特徴とする、シートの製造方法。
【請求項１２】
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートであって、
　前記多孔質フォーム層が、アクリル系樹脂とエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂と、を含
み、
　前記多孔質フォーム層の密度が、１５０～３００ｋｇ／ｍ３であり、
　前記多孔質フォーム層の厚さが、０．５～２．０ｍｍであり、
　前記多孔質フォーム層の平均セル径が３０～２００μｍであり、
　前記多孔質フォーム層のセルが、メカニカルフロス法にて形成されたものであり、
　前記多孔質フォーム層の層間剥離強度が、３．０Ｎ／１２ｍｍ以上であり、
　前記多孔質フォーム層の２５％圧縮荷重が、２．０～１１．０ｋＰａであり、
　前記多孔質フォーム層の粘着強度が、０．４～２．５Ｎ／２４ｍｍである
ことを特徴とするシート。
【請求項１３】
　前記シートが、前記多孔質フォーム層の一方の面側に設けられた第一の層を更に有する
、請求項１２記載のシート。
【請求項１４】
　前記シートが、前記第一の層上に積層された第二の層を更に有する、請求項１３記載の
シート。
【請求項１５】
　前記第一の層又は第二の層が、印刷層、反射層又はホワイトボードとしての機能を有す
る層である、請求項１３又は１４記載のシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート及び当該シートの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発泡体に粘着性・接着性を付与するためには、粘着・接着層を積層させたり、ホ
ットメルト接着剤を塗布したり、粘着剤に含浸させるなどそれぞれの用途に適した粘着加
工を施すことが多い。
【０００３】
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　例えば、特許文献１には、平滑でない面同士の接合に適した粘着テープとして、柔軟な
フォームシートを基材としてこれに粘着・接着層を設けたものが提案されている。また、
特許文献２には、アクリル系エマルジョンを機械的撹拌して得たフォームシートを基材と
する接着シートが提案されている。
【０００４】
　しかし、アクリル系エマルジョンのみからなる連続気泡の発泡体は割裂に対し弱く、材
料破壊を起こしやすいことから、特許文献３には、無機及び有機発泡体を用いて独立気泡
と連続気泡が混在するアクリル系エマルジョンを機械的撹拌して得たフォームシートの方
法が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献４には、不織布等のメッシュ状の編物に、アクリルフォームを薄く積層
することにより柔軟性を付与し、凹凸面への貼付を可能とした、凹凸面用シートが提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭４７－３０７４３号公報
【特許文献２】特開昭６３－８９５８５号公報
【特許文献３】特開平４－４５１８４号公報
【特許文献４】特開２０１１－１３６４１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　但し、従来のフォームシートは、少なくとも下記いずれかの問題を有している。まず、
従来のフォームシートは、表面処理ガラスや凹凸を有する壁紙等の被着体に対して十分な
貼力を有していないという課題がある。加えて、従来のフォームシートは、フォームシー
ト自体に重みがある場合又はフォームシートに何らかの荷重体を付着させた場合に、被着
体からフォームシートが剥離し、或いは、長期間付着持続性に欠く、という課題がある。
更には、従来のフォームシートは、被着体から剥離した際、フォームシート自体が材料破
壊を起こしたり粘着力が低下する等、繰り返し使用に適していないという課題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、表面処理ガラスや凹凸を有する壁紙等の被着体に対して十分な貼力
を長期間維持でき、且つ、繰り返し使用が可能なシートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、アクリル系エマルジ
ョンとエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンから得られる特定の多孔質フォーム
層を有するシートの製造方法とすることにより、上記目的を達成することができるシート
が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明（１）は、
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートの製造方法であって、
　前記製造方法が、エマルジョンと架橋剤と起泡剤とを含有するエマルジョン組成物を、
メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程
を含み、
　前記エマルジョンが、アクリル系エマルジョンと、エチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンと、を含有し、
　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）に対する前
記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）の重量比（前記エチレン酢酸ビニ
ル共重合体エマルジョン／前記アクリル系エマルジョン）が、０．０５～１．７であり、
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　前記エマルジョン組成物における、前記アクリル系エマルジョン（固形分）及び前記エ
チレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）に対する前記架橋剤の重量比｛前記架
橋剤／（前記アクリル系エマルジョン＋前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン）
｝が、０．０１～０．１２である
ことを特徴とする、シートの製造方法である。
　本発明（２）は、
　前記エマルジョン組成物が、前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンとして、少
なくとも２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンを含有し、
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンは、粘度（ｍＰａ・ｓ）及び／又
はガラス転移温度が相互に異なるものである、発明（１）記載のシートの製造方法である
。
　本発明（３）は、
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンの粘度は２，０００～４，０００ｍＰａ・ｓであり、他方のエチレ
ン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの粘度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体エマ
ルジョンの粘度よりも５００～１，５００ｍＰａ・ｓ低い、発明（２）記載のシートの製
造方法である。
　本発明（４）は、
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンのガラス転移温度は－３０℃～３０℃であり、他方のエチレン酢酸
ビニル共重合体エマルジョンのガラス転移温度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体
エマルジョンのガラス転移温度よりも５℃以上低い、発明（２）又は（３）記載のシート
の製造方法である。
　本発明（５）は、
　前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径が、１．０μｍ以下である、
発明（１）～（４）のいずれか一に記載のシートの製造方法である。
　本発明（６）は、
　前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径の差が０．１～０．５
μｍである、発明（２）～（５）のいずれか一に記載のシートの製造方法である。
　本発明（７）は、
　アクリル系エマルジョンのガラス転移温度とエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン
のガラス転移温度が、いずれも－１０℃以下である、発明（１）～（６）のいずれか一に
記載のシートの製造方法である。
　本発明（８）は、
　前記シートが、前記多孔質フォーム層の一方の面側に設けられた第一の層を更に有する
、発明（１）～（７）のいずれか一に記載のシートの製造方法である。
本発明（９）は、
　前記シートが、前記第一の層上に積層された第二の層を更に有する、発明（８）記載の
シートの製造方法である。
　本発明（１０）は、
　前記第一の層又は前記第二の層が、印刷層、反射層又はホワイトボードとしての機能を
有する層である、発明（８）又は（９）記載のシートの製造方法である。
　本発明（１１）は、
　前記多孔質フォーム層の密度が、１５０～３００ｋｇ／ｍ３であり、
　前記多孔質フォーム層の厚さが、０．５～２．０ｍｍであり、
　前記多孔質フォーム層の平均セル径が３０～２００μｍであり、
　前記多孔質フォーム層の層間剥離強度が、３．０Ｎ／１２ｍｍ以上であり、
　前記多孔質フォーム層の２５％圧縮荷重が、２．０～１１．０ｋＰａであり、
　前記多孔質フォーム層の粘着強度が、０．４～２．５Ｎ／２４ｍｍである、発明（１）
～（１０）のいずれか一に記載のシートの製造方法である。
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　本発明（１２）は、
　多孔質フォーム層を少なくとも有するシートであって、
　前記多孔質フォーム層が、アクリル系樹脂とエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂と、を含
み、
　前記多孔質フォーム層の密度が、１５０～３００ｋｇ／ｍ３であり、
　前記多孔質フォーム層の厚さが、０．５～２．０ｍｍであり、
　前記多孔質フォーム層の平均セル径が３０～２００μｍであり、
　前記多孔質フォーム層のセルが、メカニカルフロス法にて形成されたものであり、
　前記多孔質フォーム層の層間剥離強度が、３．０Ｎ／１２ｍｍ以上であり、
　前記多孔質フォーム層の２５％圧縮荷重が、２．０～１１．０ｋＰａであり、
　前記多孔質フォーム層の粘着強度が、０．４～２．５Ｎ／２４ｍｍである
ことを特徴とするシートである。
　本発明（１３）は、
　前記シートが、前記多孔質フォーム層の一方の面側に設けられた第一の層を更に有する
、発明（１２）記載のシートである。
　本発明（１４）は、
　前記シートが、前記第一の層上に積層された第二の層を更に有する、発明（１３）記載
のシートである。
　本発明（１５）は、
　前記第一の層又は第二の層が、印刷層、反射層又はホワイトボードとしての機能を有す
る層である、発明（１３）又は（１４）記載のシートである。
【００１１】
　ここで、本発明において、「自己粘着性」とは、粘着剤を塗布すること（粘着層を設け
ることも含む）や含浸することなく、その素材の性質から、押え付けると被着体に粘着す
るが、剥離すると被着体に移行せず接合部から剥がすことができる性質をいう。また、「
半連続気泡構造」とは、連続気泡と比べ、隣り合う気泡同士の気孔（穴）が小さく、独立
気泡と違い、気泡に小さな気孔がある構造であり、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法に準拠し
、フラジール型通気性試験機を用いて測定した値が２［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上、８０［
ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］未満となる構造をいう。
【００１２】
　また、本発明において、「層間剥離強度」とは、本発明に係るシートの材料強度の一つ
の指標であり、Ｔ字剥離した場合における引裂き時の応力をいう。具体的には、後述する
試験方法によりその強度を測定することができるものとする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、表面処理ガラスや凹凸を有する壁紙等の被着体に対して十分な貼力を
長期間維持でき、且つ、繰り返し使用が可能なシートを提供することができる。また、本
発明に係る粘着シートは、多様なアプリケーションへの応用を可能とした。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本形態に係る、多孔質フォーム層のみからなるシートの概念断面図である。
【図２】本形態に係る、表層を有するシートの概念断面図である。
【図３】本形態に係る、表層及び機能層を有するシートの概念断面図である。
【図４】本形態に係る、多孔質フォームの半連続気泡構造、連続気泡構造及び独立気泡構
造の断面ＳＥＭ写真である。
【図５Ａ】貼付試験に使用する部材の写真である。
【図５Ｂ】貼付試験の概要を示す写真である。
【図６】貼付試験に用いた壁紙の断面の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明するが、これらはあくまで一例であ
り、本発明は以下の態様に限定されるものではない。
【００１６】
　本形態に係るシート及びその製造方法について、以下の順序で説明する。
１　シートの構造
２　シートの製造方法
３　シートの性質
４　シートの用途
【００１７】
［構造］
　図１は、多孔質フォーム層のみからなるシート１００の概念断面図である。後述するよ
うに、多孔質フォーム層自体に機能を付与し、機能層を兼ねることもできる。図２は、第
一の層（表層）を有するシート１００の概念断面図である。図２に示されるように、本形
態に係るシート１００は、多孔質フォーム層１１０と、多孔質フォーム層１１０の一方の
面上に第一の層１２０を有するシート状の積層体であることができる。図３は、第一の層
の上に第二の層１３０（表層）を更に有するシート１００の概念断面図である。尚、多孔
質フォーム層及び第一の層の間、第一の層と第二の層の間、第二の層上（即ち、第一の層
とは反対側）に、一又は複数の層が存在していてもよい。
【００１８】
　以下、多孔質フォーム層１１０と、第一の層（当該層が表層の場合、例えば二層構造の
場合には、当該層が機能層となり得る）と、第二の層（当該層が表層の場合、例えば三層
構造の場合には、当該層が機能層となり得る）と、を順に説明する。
【００１９】
≪多孔質フォーム層≫
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０は、粘着剤を塗布することや含浸することなく、
その素材の性質が自己粘着性を有し、被着体に粘着する層として機能する。加えて、被着
体に接触した多孔質フォーム層１１０は、半連続気泡構造を有することから、吸盤効果に
よって、被着体に粘着する。多孔質フォーム層１１０は、柔軟性と伸縮性が高いことから
、表面処理ガラスや壁紙などの表面に凹凸がある被着体に対しても強い粘着強度で貼るこ
とができる。ただし、必要に応じて粘着剤を塗布する構成としてもよい。ここで、本発明
において、「自己粘着性」とは、粘着剤を塗布すること（粘着層を設けることも含む）や
含浸することなく、その素材の性質から、押え付けると被着体に粘着するが、剥離すると
被着体に移行せず接合部から剥がすことができる性質をいう。また、「半連続気泡構造」
とは、連続気泡と比べ、隣り合う気泡同士の気孔（穴）が小さく、独立気泡と違い、気泡
に小さな気孔がある構造であり、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法に準拠し、フラジール型通
気性試験機を用いて測定した値が２［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上、８０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ
］未満となる構造をいう。
【００２０】
　そして、多孔質フォーム層１１０は、半連続気泡構造であるから、空気溜まりができに
くく、できた場合にも、上から押えるだけで、容易に空気を抜くことができる。
【００２１】
　更に、剥離する際には、粘着剤を塗布することや含浸していないことから、被着体に移
行せず、接合部から剥がすことができるため、繰り返し使用することができる。このこと
から、粘着剤を塗布する構成とする場合には、できるだけ粘着剤の塗布部が少ない方が好
ましい。
【００２２】
　被着体がガラスである場合、ガラスが熱により伸縮することから、熱割れが問題となる
。本発明に係るシートは、多孔質フォーム層１１０が高い伸縮性を有することから、ガラ
スの熱による伸縮を吸収するので、熱割れが生じにくくなる。
【００２３】



(8) JP 6548980 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　ここで、本形態に係る多孔質フォーム層１１０は、分散質として水分散性樹脂と、分散
媒として水又は水と水溶性溶剤との混合物とを含む水分散体（エマルジョン）と、起泡剤
としてアニオン性界面活性剤と、を含有する水系液体媒体（エマルジョン組成物）を、メ
カニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程によ
り製造される（当該多孔質フォーム層１１０の具体的な製造方法に関しては後述する）。
【００２４】
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０は、粘着強度、材料強度及び追従性を併せ持つ。
当該性質のため、平滑なガラス面やＳＵＳ板等は当然に、表面処理ガラス面及び凹凸面を
有する壁紙等にも貼り付けが可能となると共に、材料破壊することなく、繰り返しの使用
が可能となる。また、後述の材質から、多孔質フォーム層１１０の全体に亘って粘着性、
ＵＶカット性を発揮し、遮光性、ＵＶカット性に優れるものとなる。また、完全には遮光
しない構成とすることにより、日光があれば本発明に係るシートを剥離せずに室内で光を
得ることができる。
【００２５】
　更に、本形態に係る多孔質フォーム層１１０によれば、後述の材質から、多孔質フォー
ム層１１０の全体に亘って断熱性を発揮し、断熱性に優れるものとすることができる。
【００２６】
＜厚さ＞
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０の厚さとしては、用途や必要な性質に応じて適宜
設計可能であるが、０．５ｍｍ～２．０ｍｍであることが好ましい。１．０ｍｍ～２．０
ｍｍであることがより好ましい。当該範囲内にあると、押し付け荷重が掛かった際に、凹
凸面への追従性がより向上するという点で好適である。
【００２７】
＜密度＞
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０の密度を測定することによって、下記セル構造を
評価することができる。密度が高い方がセルの平均径が小さい傾向にあるが、他方、密度
が低い方が柔軟性を満足するといえる。密度は、単位体積当たりの重さを計算することに
よって測定することができる。密度［ｋｇ／ｍ３］は、１５０～３００［ｋｇ／ｍ３］で
あることが好ましく、２００～２５０［ｋｇ／ｍ３］であることがより好ましい。１５０
［ｋｇ／ｍ３］以上であれば、粘着強度及び層間剥離強度もより十分となる。また、３０
０［ｋｇ／ｍ３］以下であれば、十分な柔軟性を有し、凹凸面への追従性が増し、また、
ガラス等の伸縮性を有する被着体の伸縮をより吸収するからである。
【００２８】
＜セル構造＞
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０としては、半連続気泡構造を有する。このような
構造とすることにより、吸盤効果によって本発明に係る素材の粘着性に、更に粘着度を付
与することができる。この結果、粘着層を有さずに自己粘着性を有し、並びに、空気溜ま
りが生じにくく、かつ、生じても容易に抜くことができる。
【００２９】
（半連続気泡構造）
　半連続気泡構造は、連続気泡と比べ、隣り合う気泡同士の気孔（穴）が小さく、独立気
泡と違い、気泡に小さな気孔がある構造である。通気性を測定することによって、半連続
気泡構造であるかどうかを評価することができる。通気性の測定方法は、上述したように
ＪＩＳ　Ｌ　１０９６ Ａ法に準拠し、フラジール型通気性試験機を用いて測定する。通
気性が２［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上、８０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］未満であれば、半連続気
泡構造であるといえる。通気性は、５～７０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］であることが好ましく
、１０～６０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］であることがより好ましく、２０～５０［ｍｌ／ｃｍ
２／ｓ］であることが更に好ましい。また、半連続気泡構造の確認方法は、下記の平均セ
ル径の算出方法と同様に、断面の写真によっても確認することができる。図４に断面ＳＥ
Ｍ写真を示した。中央が本形態に係る半連続気泡構造のＳＥＭ写真である。
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【００３０】
　半連続気泡構造は、連続気泡と比べ、隣り合う気泡同士の気孔（穴）が小さく、独立気
泡と違い、気泡に小さな気孔がある構造であり、独立気泡のみの構造と比較して、柔軟な
材料でも被着体と密着させた時に空気の逃げ道を作ることができ、追従性が高くなる。逆
に、連続気泡のみの構造と比較した場合、被着体と接する面が大きくなる上、強い吸盤効
果が発揮でき、粘着強度が高くなる。
【００３１】
（平均セル径及びセル径分布）
　多孔質フォーム層１１０の断面の気泡の平均セル径（平均断面セル径）が３０～２００
μｍであることが好ましく、５０～１５０μｍであることがより好ましく、７０～１００
μｍであることが更に好ましい。理由は、２００μｍ以下であれば、被着体と接する面が
大きくなるためである。３０μｍ以上であることで、セルの吸盤効果が期待できるからで
ある。尚、平均セル径の測定方法としては、以下の方法に従うものとする。
【００３２】
　まず、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ、株式会社キーエンス製、ＶＨＸＤ－５００）を用い
て、多孔質フォーム層１１０の断面の写真を撮影する。その後、画像処理ソフトＩｍａｇ
ｅ－Ｐｒｏ　ＰＬＵＳ（Ｍｅｄｉａ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ社製、６．３ｖｅｒ）を用
いて、各気泡（セル）径を計測する。より具体的には、ＳＥＭ画像を読み取り、コントラ
ストで気泡（セル）を認識するため、コントラストを調節する。次に、画像処理で起泡（
セル）の形状を読み取る（真円ではなく、形状をそのまま認識する）。次に、測定項目と
して「直径（平均）」を選択する。次に、オブジェクトの重心を通る径を２度刻みで測定
しそれを平均した値として、各気泡（セル）径を算出する。
【００３３】
（気泡（セル）径の分布）
　上記断面写真において、更に、７０％以上の気泡が平均径の±５０μｍ以内であること
が好ましく、±３０μｍ以内であることがより好ましく、±２０μｍ以内であることが特
に好ましい。理由は、ばらつきが無い方が、大きな気泡の箇所での材破が起きにくく、層
間剥離強度が強くなるからである。また、吸盤効果による粘着強度が安定して得られるか
らである。
【００３４】
＜材質＞
　多孔質フォーム層１１０の材質（材料）に関しては、後述の製造方法において詳述する
。
【００３５】
≪第一の層・第二の層≫
　前記のように、本形態に係るシートは、多孔質フォーム上（他の層を介していてもよい
）に「第一の層」又は「第一の層＋第二の層」を有していてもよい。第一の層及び／又は
第二の層は、例えば、（１）着脱を繰り返す場合などを想定した場合に、シートの寸法や
形状を維持する役割、（２）貼付の際の施工性（例えば、被着体に貼付した際に空気溜り
が存在している場合に、空気を抜け易くする等）を向上させる役割、（３）それ自体に機
能（例えば、断熱層や保水層、更には、後述するような表面印刷層や樹脂ミラー層等の機
能）を持たせる役割（例えば、第一の層が表層である場合）、を担う。第一の層及び第二
の層は公知の層を用いることができ、特に限定されない。
【００３６】
　「第一の層」又は「第一の層＋第二の層」を設ける場合には、少なくとも一層が、前記
のように、伸縮率が前記多孔質フォーム層の伸縮率よりも低いことが好ましい。このよう
な構成にすることにより、皺がよることなく、本発明に係るシートを被着体に貼ることが
できる。また、表層の伸縮率に関わらず、多孔質フォーム層がガラスなどの被着体の熱に
よる伸縮を吸収するので、屋内に貼っても熱割れが生じない。尚、伸縮率は、詳細には後
述するが、ＪＩＳ　Ｋ　６２５１に準拠して測定する。
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【００３７】
　第一の層及び／又は第二の層は、単層構造又は多層構造にできる。
【００３８】
＜材質＞
　第一の層及び／又は第二の層の材質（材料）に関しては、後述の製造方法において詳述
する。
【００３９】
≪機能層≫
　前記のように、本形態に係るシートにおいては、多孔質フォーム層、第一の層及び第二
の層のいずれか或いはこれらを任意に組み合わせた層が機能層であることが好適である。
例えば、図１の場合では多孔質フォーム層それ自体が機能層である態様、図２の場合では
第一の層（又は、多孔質フォーム層）が機能層である態様、図３の場合では第二の層（又
は、多孔質フォーム層、第一の層、多孔質フォーム層＋第一の層、多孔質フォーム層＋第
二の層、第一の層＋第二の層）が機能層である態様、を挙げることができる。以下、機能
層が有する機能例を説明する。但し、当該例は一例に過ぎない。
【００４０】
＜印刷層＞
　印刷層とは、例えば、表面・裏面（例えば当該層が透明な場合）・内部（例えば当該層
が透明な場合）・全体に対し、印刷（例えば、絵、柄、文字）を施した層である。この場
合、（１）機能層として印刷できる層（例えば、図３における第二の層）を別途設けても
よいし、（２）第一の層（例えば、図２の態様、又は、図３において第一の層が透けて見
える態様）又は多孔質フォーム層１１０（例えば、図１の態様、図２において多孔質フォ
ーム層が透けて見える態様、図３において多孔質フォーム層が透けて見える態様）自体に
印刷してもよい。ここで、第一の層や第二の層に印刷する場合、その素材としては、樹脂
フィルム、紙素材等などが挙げられる。
【００４１】
＜反射層＞
　反射層とは、光（例えば、電波線、赤外線、可視光、紫外線、放射線等）や音等を反射
する層である。例えば、反射層の内、ミラー層とは、少なくとも可視光を全反射又は一部
反射する層である。当該ミラー層は、例えば、透明な樹脂層・フィルム・板に、真空蒸着
メッキ層を蒸着・積層することで得られる（例えば樹脂ミラー層）。当該ミラー層は、略
全反射の場合には鏡、一部反射（一部透過）の場合にはマジックミラーとして機能する。
樹脂ミラー層の製造方法の一例は、例えばＰＥＴ樹脂フィルム等にアルミの粒子を吹き付
ける（真空蒸着メッキ）ことで銀膜を生成する手法である。尚、当該樹脂ミラー層に、上
記表面印刷層としての機能を付与してもよい。
【００４２】
＜ホワイトボード＞
　機能層として、ホワイトボードとしての機能を有する層を多孔質フォーム層１１０上に
設けることもできる。多孔質フォーム層１１０が被着体（例えば、ガラス窓や壁紙）に接
合し付着するため、磁石や固定具等を介することなくホワイトボードを被着体に貼り付け
ることが可能となる。
【００４３】
［製造方法］
　本形態に係るシート１００は、多孔質フォーム層単層か、複数の層を積層させて成る積
層体である。以下、多孔質フォーム層の製造方法を説明し、次いで、多孔質フォーム層上
に第一の層等を積層する方法（積層体の製造方法）を説明する。尚、当該シートが多孔質
フォーム層単体である場合には以下の「多孔質フォーム層の製造方法」は、「シートの製
造方法」に読み替えられ、当該シートが積層体である場合には以下の「多孔質フォーム層
の製造方法」及び「積層体の製造方法」は、「シートの製造方法」に読み替えられる。
【００４４】
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≪多孔質フォーム層の製造方法≫
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０の製造方法は、エマルジョンと起泡剤とを含有す
るエマルジョン組成物を、メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡体を形成し、当該
発泡体を硬化させる工程を含む。エマルジョン組成物は、架橋剤を更に含有している。そ
して、多孔質フォーム層は、前記工程において、エネルギーを印加して前記エマルジョン
を構成する樹脂を前記架橋剤を介して架橋させることにより、前記発泡体を硬化させるこ
とにより得られる。多孔質フォーム層１１０の製造方法として、原料、組成（配合量）、
プロセス（具体的な調製工程）に関して詳述する。
【００４５】
　更に、本形態に係る多孔質フォーム層１１０の製造方法においては、気泡を保持するた
めに、両性界面活性剤を入れてもよい。両性界面活性剤が、起泡剤としてのアニオン系界
面活性剤の間に入り込むためであり、ブースター効果という。
【００４６】
＜原料＞
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０は、原料として、エマルジョン、起泡剤（アニオ
ン性界面活性剤）、分散媒として水、架橋剤及びその他の添加剤等を含む（尚、発泡工程
において用いられる発泡用の気体に関しては、発泡工程にて述べる）。
【００４７】
（エマルジョンの種類）
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０を製造する際に使用されるエマルジョン組成物の
エマルジョン原料として、アクリル系エマルジョンとエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エ
マルジョンとが少なくとも用いられる。
【００４８】
　本発明のエマルジョンには、粘着強度、軽量性、断熱性に優れていることから、アクリ
ル系エマルジョンを用いている。そして、アクリル系エマジョン単体では、材料強度が弱
いことから、材料強度の向上と更なる粘着強度アップを図るため、エチレン酢酸ビニル共
重合体樹脂エマルジョンを添加する。こうすることで、高い粘着力に対しての層間剥離強
度をアップすることもできるため、材料破壊が起きにくく自己粘着力を有する半連続気泡
構造を有する発泡体が作製可能となると理解される。
【００４９】
　尚、上記２種のエマルジョンを使用する限り、他のエマルジョンを用いてもよい。その
他に含有するエマルジョンとして、ウレタンエマルジョン、塩化ビニル系エマルジョン、
エポキシ系エマルジョン等が例示できる。ウレタンエマルジョンを用いることで、更に材
料強度を付与することができ、被着体が粘着性のあるガラス等である場合には、特に好適
である。また、得られるウレタン樹脂発泡体は柔軟性が優れ、圧縮残留歪みが低くなる。
【００５０】
・アクリル系エマルジョン
　アクリル樹脂の水分散体（アクリル系エマルジョン）の製法としては、重合開始剤、必
要に応じて乳化剤及び分散安定剤の存在下に、例えば、（メタ）アクリル酸エステル系単
量体を必須の重合性単量体成分とし、更に必要に応じてこれらの単量体と共重合可能なそ
の他の重合性単量体の混合物を共重合させることにより得ることができる。尚、２種以上
アクリル系エマルジョンを組み合わせて用いてもよい。
【００５１】
　上記アクリル系エマルジョンの調製に使用することができる重合性単量体としては、（
メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（
メタ）アルリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸ヘプチル、
（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸オクタデシル、（メタ）アクリル酸２
－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ノニル、（
メタ）アクリル酸ドデシル、（メタ）アクリル酸ステアリル、（メタ）アクリル酸イソボ
ルニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ
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）アクリル酸ベンジル等の（メタ）アクリル酸エステル系単量体；アクリル酸、メタクリ
ル酸、β－カルボキシエチル（メタ）アクリレート、２－（メタ）アクリロイルプロピオ
ン酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸ハーフエステル、マ
レイン酸ハーフエステル、無水マレイン酸、無水イタコン酸等のカルボキシル基を有する
不飽和結合含有単量体；グリシジル（メタ）アクリレート、アリルグリシジルエーテル等
のグリシジル基含有重合性単量体；２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒ
ドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレ
ート、グリセロールモノ（メタ）アクリレート等の水酸基含有重合性単量体；エチレング
リコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、
ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）
アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、アリル（メタ）
アクリレート等が例示できる。
【００５２】
　尚、アクリル系エマルジョンの調製時に乳化剤を使用する場合には、公知の乳化剤等を
使用すればよい。
【００５３】
・エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン
　エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンの製法としては、例えばポリビニルアル
コール等を保護コロイドとし、ヒドロキシエチルセルロースのようなセルロース系誘導体
や界面活性剤等を乳化分散剤として併用し、エチレンと酢酸ビニルモノマーとを乳化重合
法により共重合して得ることができる。
【００５４】
　上記エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンは、例えば、カルボキシル基、エポ
キシ基、スルフォン酸基、水酸基、メチロール基、アルコキシ酸基等の官能基を有するビ
ニルモノマーが更に共重合されたものであってもよい。
【００５５】
　前記のエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンとしては、後述する２種類のエチ
レン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンを少なくとも用いることが好適である。それぞ
れのエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンの配合量を調節することで、その柔軟
性や、材料強度を調整することができ、本発明の所望の機能を実現することが可能となる
。
【００５６】
・ウレタンエマルジョン
　ウレタン樹脂の水分散体（ウレタンエマルジョン）の調製方法としては、下記方法（Ｉ
）～（ＩＩＩ）が例示出来る。
（Ｉ）活性水素含有化合物、親水性基を有する化合物、及び、ポリイソシアネートを反応
させて得られた親水性基を有するウレタン樹脂の有機溶剤溶液又は有機溶剤分散液に、必
要に応じ、中和剤を含む水溶液を混合し、ウレタン樹脂エマルジョンを得る方法。
（ＩＩ）活性水素含有化合物、親水性基を有する化合物、及び、ポリイソシアネートを反
応させて得られた親水性基を有する末端イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーに、
中和剤を含む水溶液と混合するか、又は、予めプレポリマー中に中和剤を加えた後水を混
合して水に分散させた後、ポリアミンと反応させて、ウレタン樹脂エマルジョンを得る方
法。
（ＩＩＩ）活性水素含有化合物、親水性基を有する化合物、及び、ポリイソシアネートを
反応させて得られた親水性基を有する末端イソシアネート基含有ウレタンプレポリマーに
、中和剤及びポリアミンを含む水溶液と混合するか、又は、予めプレポリマー中に中和剤
を加えた後、ポリアミンを含む水溶液を添加混合し、ウレタン樹脂エマルジョンを得る方
法。
【００５７】



(13) JP 6548980 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　前記ウレタン樹脂の調製において用いるポリイソシアネートとしては、２，４－トリレ
ンジイソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、ｍ－フェニレンジイソシアネ
ート、ｐ－フェニレンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート
、２，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、２，２’－ジフェニルメタンジイソシ
アネート、３，３’－ジメチル－４，４’－ビフェニレンジイソシアネート、３，３’－
ジメトキシ－４，４’－ビフェニレンジイソシアネート、３，３’－ジクロロ－４，４’
－ビフェニレンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアネート、１，５－テト
ラヒドロナフタレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、１，６－ヘキ
サメチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチ
レンジイソシアネート、１，３－シクロヘキシレンジイソシアネート、１，４－シクロヘ
キシレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイ
ソシアネート、水素添加キシリレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、イソホ
ロンジイソシアネート、４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、３，３’
－ジメチル－４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート等が例示できる。また
発明の効果を損なわない範囲において、３価以上のポリイソシアネートを併用してもよい
。
【００５８】
　また、前記親水性基を有する化合物としては、ポリエステルポリオール、ポリエーテル
ポリオール、ポリカーボネートポリオール、ポリアセタールポリオール、ポリアクリレー
トポリオール、ポリエステルアミドポリオール、ポリチオエーテルポリオール、ポリブタ
ジエン系等のポリオレフィンポリオール等が例示できる。これら高分子量化合物は、２種
以上を併用してもよい。前記ポリエステルポリオールとしては、公知のものを使用しても
よい。
【００５９】
　上記方法（Ｉ）～（ＩＩＩ）において、発明の効果を損なわない範囲で、更に乳化剤を
使用してもよい。係る乳化剤としては、例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエー
テル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエ
ーテル、ポリオキシエチレンソルビトールテトラオレエート等のノニオン系乳化剤；オレ
イン酸ナトリウム等の脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸
塩、アルキルスルホコハク酸塩、ナフタレンスルホン酸塩、アルカンスルホネートナトリ
ウム塩、アルキルジフェニルエーテルスルフォン酸ナトリウム塩等のアニオン系乳化剤；
ポリオキシエチレンアルキル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニル硫酸塩等のノ
ニオンアニオン系乳化剤、等を例示できる。
【００６０】
（エマルジョンの物性）
　本発明に用いられるアクリル系エマルジョン及びエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジ
ョンの物性について以下説明する。
【００６１】
・粘度（ｍＰａ・ｓ）
　粘度は、ブルックフィールド粘度計（２５℃）によって測定する。
【００６２】
　アクリル系エマルジョンの粘度としては、５，０００～２０，０００ｍＰａ・ｓである
ことが好ましい。８，０００～１５，０００ｍＰａ・ｓであることがより好ましい。粘度
が５，０００以上であれば、成形時の泡保持力が十分となり、より微細なセルが成形でき
、粘着強度がより強くなる傾向にある為である。逆に粘度が２０，０００以下であれば、
成形時に原料へのせん断力を低減できるため、歪な形のセルが成形することを防げるため
、より十分な粘着強度が得られるからである。
【００６３】
　前記のエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンとして使用される２種のエチレン
酢酸ビニル共重合体エマルジョンは、粘度が相互に異なるものであることが好ましい。こ
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の理由としては、２種類のエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンの粘度が異なる
事により、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン同士の撹拌効率が著しく増加す
ることが推定される。この撹拌効率の増加により、均一に酢酸ビニル共重合体樹脂が配置
され、より強力な粘着強度・材料強度を発揮することができると考えられる。
【００６４】
　より詳細には、撹拌効率は、メカニカルフロス法で製造する際の泡の形成において、重
要なファクターの一つであると考えられる。撹拌効率の増加は、原料中に入り込んだ泡を
より微細、且つ、均一に成形することを可能とする。これにより被着体に対しての接着面
積が上がることで、被着体に対する粘着強度が向上するものと考えられる。また、このこ
とは微細セルがもたらす強い吸盤効果にも影響していると推定される。
【００６５】
　この２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンの粘度は２，０００～４，０００ｍＰａ・ｓであることが好ましく
、２，０００～３，０００ｍＰａ・ｓであることがより好ましい。また、他方のエチレン
酢酸ビニル共重合体エマルジョンの粘度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンの粘度よりも５００～１，５００ｍＰａ・ｓ低いことが好ましく、８００～１，３
００ｍＰａ・ｓ低いことがより好ましい。２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョ
ンの粘度がこれらの範囲内であることにより、上記の強力な粘着強度・材料強度を発揮で
きるからである。
【００６６】
・ガラス転移温度（Ｔｇ）
　ガラス転移温度は、動的粘弾性装置ＤＭＡ（ＳＩＩナノテクノロジー(株)社製ＤＭＳ６
１００）にて、ＪＩＳ－Ｋ７１９８に準拠した手順で２５℃～２００℃、２℃／ｍｉｎで
昇温、１Ｈｚの条件で測定した際のｔａｎδのピーク値をガラス転移温度とする。
【００６７】
　エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンとして使用される２種のエチレン酢酸ビ
ニル共重合体エマルジョンは、ガラス転移温度が相互に異なるものであることが好ましい
。この２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの内、一方のエチレン酢酸ビニル
共重合体エマルジョンのガラス転移温度は－３０℃～３０℃であることが好ましく、－２
５℃～２５℃であることがより好ましい。また、他方のエチレン酢酸ビニル共重合体エマ
ルジョン（のガラス転移温度は前記一方のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンのガ
ラス転移温度よりも５℃以上低いことが好ましく、５～７０℃低いことがより好ましい。
【００６８】
　また、アクリル系エマルジョンのガラス転移温度とエチレン酢酸ビニル共重合体エマル
ジョンのガラス転移温度が、いずれも－１０℃以下であることが好ましい。低温化での使
用時にアクリル樹脂及びエチレン酢酸ビニル共重合体が高硬度化したり、減粘着化したり
する傾向があるためである。
【００６９】
・平均粒径
　平均粒径はレーザー回折式粒度分布測定装置（株式会社堀場製作所製のＬＡ－５００)
により測定して、得られたメジアン径（累積分布の５０％に相当する粒径、５０％粒径）
を平均粒径とする。また、本明細書及び請求の範囲にいう、２種以上のエマルジョンにつ
いての平均粒径は、測定された各エマルジョンの平均粒径に、それぞれのエマルジョン（
固形分）の配合される重量比（配合される１種類のエマルジョンの重量／全種類のエマル
ジョンの重量の総和）を乗じた後、それらの値を合計することにより算出するものとする
。
【００７０】
　前記エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径が、１．０μｍ以下であるこ
とが好ましい。エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径が１．０μｍ以下で
あることにより、エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンとアクリル系エマルジョンと
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の撹拌効率が著しく増加することが予想される。この撹拌効率の増加により、上述のよう
に、アクリル樹脂とエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂が均一に混ざり、且つ、均一に配置
されることにより、より強力な粘着強度・材料強度を発揮することができると考えられる
からである。尚、エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径の下限値としては
特に限定されないが、例えば、０．０１μｍである。
【００７１】
　また、前記２種のエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの平均粒径の差が、０．１
～０．５μｍであることが好ましい。平均粒径の差が当該範囲内であることにより、接着
面において、より多くの接着面積を形成するからである。
【００７２】
・その他
　エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンに関しては、一方のエチレン酢酸ビニル共重
合体エマルジョンの粘度、ガラス転移温度及び平均粒径の少なくとも２パラメータ（即ち
、粘度及びガラス転移温度、粘度及び平均粒径、ガラス転移温度及び平均粒径、並びに、
粘度、平均粒径及びガラス転移温度）が、他方のそれよりも小さいことが好適である。
【００７３】
　アクリル系エマルジョンに関しては、フィラーレスであるものの方が好適である。この
理由としては、フィラーレスによる低硬度化（柔軟性の付与）が実現でき、より被着体に
対する追従性が向上する為であると推定される。
【００７４】
（分散媒）
　本形態において、エマルジョン組成物の分散媒としては、水を必須成分とするが、水と
水溶性溶剤との混合物であってもよい。水溶性溶剤とは、例えば、メチルアルコール、エ
チルアルコール、イソプロピルアルコール、エチルカルビトール、エチルセロソルブ、ブ
チルセロソルブ等のアルコール類、Ｎ－メチルピロリドン等の極性溶剤等であり、これら
の１種又は２種以上の混合物等を使用してもよい。
【００７５】
（起泡剤（アニオン性界面活性剤））
　アニオン性界面活性剤（起泡アニオン性界面活性剤）は、エマルジョン組成物の起泡剤
として機能する。
【００７６】
　アニオン性界面活性剤の具体例としては、ラウリン酸ナトリウム、ミリスチン酸ナトリ
ウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸アンモニウム、オレイン酸ナトリウム、オ
レイン酸カリウム石鹸、ひまし油カリウム石鹸、やし油カリウム石鹸、ラウロイルサルコ
シンナトリウム、ミリストイルサルコシンナトリウム、オレイルサルコシンナトリウム、
ココイルサルコシンナトリウム、やし油アルコール硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン
ラウリルエーテル硫酸ナトリウム、アルキルスルホコハク酸ナトリウム、ラウリルスルホ
酢酸ナトリウム、アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、α－オレフィンスルホン酸ナ
トリウム等が挙げられるが、特に、アルキルスルホコハク酸ナトリウムが好ましい。
【００７７】
　ここで、本形態に用いられるアニオン性界面活性剤は、エマルジョン組成物に分散しや
すくするため、ＨＬＢが、１０以上であることが好適であり、２０以上であることがより
好適であり、３０以上であることが特に好適である。
【００７８】
・ＨＬＢ
　尚、本発明において、ＨＬＢ値とは、親水性－疎水性バランス（ＨＬＢ）値を意味し、
小田法により求められる。小田法によるＨＬＢの求め方は、「新・界面活性剤入門」第１
９５～１９６頁及び１９５７年３月２０日槙書店発行　小田良平外１名著「界面活性剤の
合成と其応用」第４９２～５０２頁に記載されており、ＨＬＢ＝（無機性／有機性）×１
０で求めることができる。
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【００７９】
（両性界面活性剤）
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０は、アニオン性界面活性材に加えて、更に両性界
面活性剤を用いることにより、気泡が微細かつ均一化する。
【００８０】
　特にアニオン系界面活性剤と両性界面活性剤を併用した場合、アニオン系界面活性剤の
分子同士の親水基の電荷が反発し、アニオン系界面活性剤の分子同士がある程度の距離を
保っている間に、電気的に中性である両面活性剤がアニオン系界面活性剤の分子の間に入
り込むことによって、気泡をより安定化し、気泡のサイズを小さくすることができる。こ
のため、層間剥離強度を向上させることができる。よって、アニオン系界面活性剤と両性
界面活性剤を併用することが好ましい。
【００８１】
　本発明において用いることのできる両性界面活性剤としては、特に制限されるものでは
なく、アミノ酸型、ベタイン型、アミンオキシド型等の両性界面活性剤を使用することが
できる。ベタイン型の両性界面活性剤は、前述の効果がより高いことから、好適である。
更に、アニオン系界面活性剤の分子の間への入り込み易さの点から、Ｃ１０～１２のもの
が好ましい。
【００８２】
　アミノ酸型の両性界面活性剤としては、例えば、Ｎ－アルキル若しくはアルケニルアミ
ノ酸又はその塩等が挙げられる。Ｎ－アルキル若しくはアルケニルアミノ酸は、チッ素原
子にアルキル基又はアルケニル基が結合し、更に１つ又は２つの「－Ｒ－ＣＯＯＨ」（式
中、Ｒは２価の炭化水素基を示し、好ましくはアルキレン基であり、特に炭素数１～２で
あることが好ましい。）で表される基が結合した構造を有する。「－Ｒ－ＣＯＯＨ」が１
つ結合した化合物においては、チッ素原子には更に水素原子が結合している。「－Ｒ－Ｃ
ＯＯＨ」が１つのものをモノ体、２つのものをジ体という。本発明に係る両性界面活性剤
としては、これらモノ体、ジ体のいずれも用いることができる。Ｎ－アルキル若しくはア
ルケニルアミノ酸において、アルキル基、アルケニル基は直鎖状でも分岐鎖状であっても
よい。具体的には、アミノ酸型の両性界面活性剤として、ラウリルジアミノエチルグリシ
ンナトリウム、トリメチルグリシンナトリウム、ココイルタウリンナトリウム、ココイル
メチルタウリンナトリウム、ラウロイルグルタミン酸ナトリウム、ラウロイルグルタミン
酸カリウム、ラウロイルメチル－β－アラニン等が挙げられる。
【００８３】
　ベタイン型の両性界面活性剤としては、例えば、アルキルベタイン、イミダゾリニウム
ベタイン、カルボベタイン、アミドカルボベタイン、アミドベタイン、アルキルアミドベ
タイン、スルホベタイン、アミドスルホベタイン、ホスホベタイン等がある。具体的には
、ベタイン型の両性界面活性剤として、ラウリルベタイン、ステアリルベタイン、ラウリ
ルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ラウリン酸ア
ミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、イソステアリン酸アミドエチルジメチルアミ
ノ酢酸ベタイン、イソステアリン酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、イソス
テアリン酸アミドエチルジエチルアミノ酢酸ベタイン、イソステアリン酸アミドプロピル
ジエチルアミノ酢酸ベタイン、イソステアリン酸アミドエチルジメチルアミノヒドロキシ
スルホベタイン、イソステアリン酸アミドプロピルジメチルアミノヒドロキシスルホベタ
イン、イソステアリン酸アミドエチルジエチルアミノヒドロキシスルホベタイン、イソス
テアリン酸アミドプロピルジエチルアミノヒドロキシスルホベタイン、Ｎ－ラウリル－Ｎ
，Ｎ－ジメチルアンモニウム－Ｎ－プロピルスルホベタイン、Ｎ－ラウリル－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアンモニウム－Ｎ－（２－ヒドロキシプロピル）スルホベタイン、Ｎ－ラウリル－
Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（２－ヒドロキシ－１－スルホプロピル）アンモニウムスルホベ
タイン、ラウリルヒドロキシスルホベタイン、ドデシルアミノメチルジメチルスルホプロ
ピルベタイン、オクタデシルアミノメチルジメチルスルホプロピルベタイン、２－アルキ
ル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン（２－ラウ
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リル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン２－ステ
アリル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン等）、
ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルヒドロキシスルタイ
ン等が挙げられる。
【００８４】
　アミンオキシド型の両性界面活性剤としては、例えば、ラウリルジメチルアミン－Ｎ－
オキシド、オレイルジメチルアミン－Ｎ－オキシド等が挙げられる。
【００８５】
　上述した両性界面活性剤のうち、本発明に係る多孔質フォーム層１１０の製造方法には
、ベタイン型の両性界面活性剤を使用することが好ましく、ベタイン型の中でも、アルキ
ルベタイン、イミダゾリニウムベタイン、カルボベタインが特に好ましい。本発明で使用
可能なアルキルベタインとしては、ステアリルベタイン、ラウリルベタイン等が例示され
、イミダゾリニウムベタインとしては、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒド
ロキシエチルイミダゾリニウムベタイン等が例示される。
【００８６】
（架橋剤（硬化剤））
　架橋剤（硬化剤）を用いることで、本形態に係る多孔質フォーム層１１０の強度を向上
させることが可能となる。
【００８７】
　このような架橋剤としては特に限定されず、用途等に応じて、必要量添加すればよい。
架橋剤による架橋手法としては、例えば、物理架橋、イオン架橋、化学架橋があり、架橋
方法は、水分散性樹脂の種類に応じて選択することができる。架橋剤としては、公知の架
橋剤を使用可能でありエポキシ系架橋剤、メラミン系架橋剤、イソシアネート系架橋剤、
カルボジイミド系架橋剤、オキサゾリン系架橋剤などを、使用する樹脂配合系が含有する
官能基の種類及び、官能基量に応じて適量使用することができる。粘着強度、タック強度
及び層間剥離強度を向上させるため、エポキシ系架橋剤、イソシアネート系架橋剤が好ま
しい。イソシアネート系及びエポキシ系架橋剤は、材料強度を上げることにより、被着体
及び多孔質フォームの材料破壊を防ぐことができる。中でも脂肪族イソシアネートがより
好ましい。これら架橋剤は、２種以上併用してもよい。
【００８８】
（その他の添加剤）
　その他の添加剤として、水分散性樹脂分散用界面活性剤（乳化剤）等を添加してもよい
。
【００８９】
・水分散性樹脂分散用界面活性剤
　本形態に係る水分散性樹脂分散用界面活性剤とは、水分散性樹脂を分散させるための界
面活性剤である（アニオン性界面活性剤と異なり、起泡剤としての効果を有さずともよい
）。このような界面活性剤は、選択する水分散性樹脂に応じて適宜選択すればよい。
【００９０】
＜組成＞
（各原料の配合量や配合比）
　液体媒体に対する、水分散性樹脂（固形分）の配合量としては、液体媒体１００重量部
に対して、３０～８０重量部が好ましい。このような範囲とすることで、安定な発泡体を
成形することができるという効果が得られる。
【００９１】
・エマルジョン組成物中の配合比
　エマルジョン組成物中の配合量については、エマルジョン組成物における、アクリル系
エマルジョン（固形分）に対するエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）の
重量比（エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン／アクリル系エマルジョン）が、０．
０５～１．７０であり、０．１０～０．９０であることが好ましい。０．２０～０．７５
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であることがより好ましい。このような範囲にすることで、粘着強度・硬度（柔軟性）・
材料強度という観点において、被着体に対してより追従性が増し、より強く粘着すること
が可能だからである。加えて繰り返し使用においても、十分な材料強度を発揮することが
できるからである。尚、本明細書及び特許請求の範囲にいうエマルジョンの「固形分」を
構成する成分は、エマルジョンから分散媒を除いた成分である。具体的には、樹脂の他、
界面活性剤やフィラー等を含有したものである。
【００９２】
　エマルジョンの全量を基準として、１０重量％を超えて９０重量％以下のアクリル系エ
マルジョンを含有することが好ましい。２０重量％以上８０重量％以下であることがより
好ましく、３０重量％以上７５重量％以下であることが更に好ましい。
【００９３】
　更に、エマルジョンの全量を基準として、１０重量％以上９０重量％未満のエチレン酢
酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンを含有することが好ましい。２０重量％以上８０重量
％以下であることがより好ましく、２５重量％以上７５重量％以下であることが更に好ま
しい。９０重量％以上にすると、メカニカルフロス法による発泡体の作製が困難となり、
柔軟性、粘着強度及びタック強度を失うからである。
【００９４】
　また、エマルジョンの全量を基準として、該アクリル系エマルジョン及び該エチレン酢
酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンを、合計で７０重量％を超えて含有することが好まし
い。８０重量％以上又は超えて含有することがより好ましい。
【００９５】
・酢酸ビニル共重合体エマルジョン中の配合比
　本発明においては、その用途（アプリケーション）及び目的に応じて、柔軟性、粘着性
及び材料強度をより詳細に調整する必要が生じる場合がある。例えば、貼付試験に、より
適合するためには、上述した２種類のエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンを配
合する場合において、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１（固形分）をエチ
レン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１（固形分）及びエチレン酢酸ビニル共重合体
エマルジョン２に対し、重量比｛エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１／（エ
チレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１＋エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマル
ジョン２）｝で０．２５～０．９０含有することが好ましく、０．３０～０．８５含有す
ることがより好ましい。
【００９６】
　ここで、エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン１とは、エチレン酢酸ビニル共重合
体エマルジョンの粘度、ガラス転移温度及び平均粒径の少なくとも２パラメータ（即ち、
粘度及びガラス転移温度、粘度及び平均粒径、ガラス転移温度及び平均粒径、並びに、粘
度、平均粒径及びガラス転移温度）が、他方のそれよりも大きいエチレン酢酸ビニル共重
合体エマルジョンのことを示し、他方エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン２とは、
エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンの粘度、ガラス転移温度及び平均粒径の少なく
とも２パラメータが、他方のそれよりも低いエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョンを
示すものとする。
【００９７】
　ウレタンエマルジョンを配合量としては、エマルジョンの全量を基準として、０重量％
以上３０重量％未満のウレタンエマルジョンを含有してもよい。更に、２０重量％以下で
あることが好ましい。この範囲であれば、材料強度を強くするとともに、柔軟性も付与で
き、粘着強度も所望の性質を満たすからである。
【００９８】
　アニオン性界面活性剤の配合量としては、エマルジョン組成物中において、エマルジョ
ンの全量を１００重量部として、１．０～１０重量部が好ましく、３～１０重量部がより
好ましい。このような範囲とすることで、適切な発泡とし易く、微細なセル構造を成形で
きるという効果が得られる。



(19) JP 6548980 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【００９９】
　両性界面活性剤の配合量としては、エマルジョン組成物中において、エマルジョンの全
量を１００重量部として、０．５～１０重量部が好ましく、１～５重量部がより好ましい
。このような範囲とすることで、適切な発泡とし易く、微細なセル構造を成形できるとい
う効果が得られる。
【０１００】
・エマルジョンと架橋剤の配合比
　架橋剤（硬化剤）の配合量としては、エマルジョン組成物における、アクリル系エマル
ジョン（固形分）及びエチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン（固形分）に対する架橋
剤の重量比｛前記架橋剤／（前記アクリル系エマルジョン＋前記エチレン酢酸ビニル共重
合体エマルジョン）｝が、０．０１～０．１２である。０．０２５～０．０５であること
が好ましい。このような範囲とすることで、圧縮残留歪みの小さい発泡体を成形でき、よ
り被着体への追従性を向上させることができる為、粘着強度が向上するという効果が得ら
れる。
【０１０１】
・エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン２と架橋剤の配合比
　更に、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョンとしてエチレン酢酸ビニル共重合
体樹脂エマルジョン２を配合する場合には、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョ
ン２（固形分）に対する架橋剤の重量比（架橋剤／エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジ
ョン２）で、０．１０～１．４０であることが好ましく、０．２０～１．０であることが
より好ましい。このような範囲にあることにより、被着体への追従性を向上させることが
できる為、粘着強度が向上するという効果がより得られ易い。
【０１０２】
＜製造方法＞
　本形態に係る多孔質フォーム層１１０の製造方法は、原料調製工程と、エマルジョンと
起泡剤とを含有するエマルジョン組成物を、メカニカルフロス法を用いて発泡させて発泡
体を形成し、当該発泡体を硬化させる工程（発泡・硬化工程）と、を含む。前記エマルジ
ョン組成物が、架橋剤を更に含有し、前記工程において、エネルギーを印加して前記エマ
ルジョンを構成する樹脂を前記架橋剤を介して架橋させることにより、前記発泡体を硬化
させてもよい。以下、それぞれの工程に関して詳述する。
【０１０３】
（原料調製工程）
　原料調製工程では、以上説明したような各原料を混合することで、多孔質フォーム層１
１０の原料混合物であるエマルジョン組成物を調製する。この際の混合方法としては、特
に限定されるものではないが、例えば、各成分を混合する混合タンク等の容器内で撹拌し
ながら混合すればよい。
【０１０４】
（発泡・硬化工程）
　発泡・硬化工程では、上記原料調製工程で得られたエマルジョン組成物に所定の発泡用
気体を添加し、これらを充分に混合させてエマルジョン組成物中に気泡が多数存在する状
態（発泡エマルジョン組成物）にする。この発泡・硬化工程は、通常は、原料調製工程で
得られた液状の多孔質フォームの原料混合物と、発泡用気体とをミキシングヘッド等の混
合装置により充分に混合することで実施される。
【０１０５】
・発泡用気体
　攪拌・発泡工程でエマルジョン組成物に混合される発泡用気体は、多孔質フォーム層１
１０中の気泡（セル）を形成するものであり、この発泡用気体の混入量によって、得られ
る多孔質フォーム層１１０の発泡倍率及び密度が決まる。多孔質フォームの密度を調整す
るためには、所望の多孔質フォームの密度と、多孔質フォームの原料の体積（例えば、多
孔質フォームの原料が注入される成形型の内容積）とから、必要な多孔質フォームの原料
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の重量を算出し、この重量において所望の体積となるように発泡用気体の量を決定すれば
よい。また、発泡用気体の種類としては、主に空気が使用されるが、その他にも、窒素、
二酸化炭素、ヘリウム、アルゴン等の不活性ガスを使用することもできる。
【０１０６】
・発泡方法、発泡条件
　本発明に係る多孔質フォーム層１１０の調製方法で使用される発泡方法としては、メカ
ニカルフロス（機械発泡）法を使用する。メカニカルフロス法は、エマルジョン組成物を
攪拌羽根等で攪拌することにより、大気中の空気をエマルジョン組成物に混入させて発泡
させる方法である。撹拌装置としては、メカニカルフロス法に一般に用いられる撹拌装置
を特に制限なく使用可能であるが、例えば、ホモジナイザー、ディゾルバー、メカニカル
フロス発泡機等を使用することができる。このメカニカルフロス法によれば、エマルジョ
ン組成物と空気との混合割合を調節することによって、種々の用途に適した密度の多孔質
フォームを得ることができる。その他の発泡方法を併用することも可能であるが、化学発
泡剤を用いた発泡方法を併用すると、独立泡の割合が高くなることで、密度が大きくなり
、多孔質フォームの柔軟性が失われるため、好ましくない。
【０１０７】
　エマルジョン組成物と空気との混合時間は特に制限されないが、通常は１～１０分、好
ましくは２～６分である。混合温度も特に制限されないが、通常は常温である。また、上
記の混合における攪拌速度は、気泡を細かくするために２００ｒｐｍ以上が好ましく（５
００ｒｐｍ以上がより好ましく）、発泡機からの発泡物の吐出をスムーズにするために２
０００ｒｐｍ以下が好ましい（８００ｒｐｍ以下がより好ましい）。
【０１０８】
・発泡体の形成
　以上のようにして発泡したエマルジョン組成物（発泡エマルジョン組成物）は、例えば
、ドクターナイフ、ドクターロール等の公知の手段により、所望の多孔質フォームの厚み
に合わせたシート状等の発泡体に形成される。
【０１０９】
・硬化
　発泡体の硬化方法としては、公知の方法を用いることができる。本形態に係る発泡体は
自己架橋をさせることもできるが、エネルギーを印加してエマルジョンを構成する樹脂を
架橋剤を介して架橋させることにより、発泡体を硬化させてもよい。エネルギーを印加す
る工程としては特に限定されないが、例えば、加熱工程（熱架橋）が挙げられる。
【０１１０】
　加熱工程では、成形された発泡エマルジョン組成物中の分散媒を蒸発させる。この際の
乾燥方法としては特に制限されるものではないが、例えば、熱風乾燥等を用いればよい。
また、乾燥温度及び乾燥時間についても特に制限されるものではないが、例えば、８０℃
程度で１～３時間程度とすればよい。
【０１１１】
　また、この加熱工程において、分散媒が発泡エマルジョン組成物中から蒸発するが、こ
の蒸気が抜ける際の通り道が、多孔質フォームの内部から外部まで連通されることとなる
。従って、本形態に係る多孔質フォーム層１１０では、この水蒸気が抜ける際の通り道が
連続気泡として残るため、多孔質フォーム中に存在する気泡の少なくとも一部が連続気泡
となる。ここで、攪拌・発泡工程で混入された発泡用気体がそのまま残存している場合に
は、得られた多孔質フォーム中では独立気泡となり、混入された発泡用気体が、本工程に
おいて蒸気が抜ける際に連通された場合には、得られた多孔質フォーム中では連続気泡と
なる。すなわち、本発明においては、多孔質フォーム中の気泡の一部が連続気泡であり、
残りの気泡が独立気泡であるという構造となり、連続気泡と独立気泡が混在する半連続気
泡構造となる。
【０１１２】
　架橋剤を添加した場合には、加熱工程では、原料の架橋（硬化）反応を進行及び完了さ
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せる。具体的には、上述した架橋剤により原料同士が架橋され、硬化した多孔質フォーム
が形成される。この際の加熱手段としては、原料に充分な加熱を施し、原料を架橋（硬化
）させ得るものであれば特に制限はされないが、例えば、トンネル式加熱炉等を使用する
ことができる。また、加熱温度及び加熱時間も、原料を架橋（硬化）させることができる
温度及び時間であればよく、例えば、８０～１５０℃（特に、１２０℃程度が好適）で１
時間程度とすればよい。
【０１１３】
≪第一の層・第二の層の形成方法≫
　次に、シートが積層体である態様における、第一の層（又は＋第二の層）の形成方法に
関して説明する。
【０１１４】
　第一の層（又は＋第二の層）の形成方法は特に限定されず、ある層に別の層を積層させ
る一般的手法が採用できる。例えば、第一の層の上に多孔質フォーム層１１０をキャステ
ィングし硬化させる方法が挙げられる。このように多孔質フォーム層１１０を別の層の上
に直接キャスティングすることによって、接着剤等を用いずとも層間の密着力を高めるこ
とが出来る。その他にも、シート状の各層を所望の順番に積層させ、それらを適宜接着剤
等で接着させ、一体化させる、等によって積層させてもよい。また、先に多孔質フォーム
層１１０を形成した後に、第一の層の原料を含む分散スラリー等を、直接又は別の層を介
して多孔質フォーム層１１０の上に塗布し、第一の層１２０を形成させる、等としてもよ
い。第二の層も同様である。尚、第一の層が必要でない場合（即ち、シート＝多孔質フォ
ーム層のみ）は、一旦積層体を形成させた後、多孔質フォーム層１１０を形成後に表層を
剥離することにより製造してもよい。
【０１１５】
　尚、上記にて、第一の層や第二の層の形成方法を例示したが、下記素材を周知手法によ
り多孔質フォーム層に接合させる手法により簡便に製造し得る。以下、当該素材について
述べる。例えば、フィルム、紙、合成紙、布、合成樹脂などからなる。これらは単独で使
用してもよく組み合わせて使用してもよい。第一の層及び／又は第二の層として、例えば
、ポリエステルフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリスチレンフィルム、塩化ビニル
フィルム、オレフィン系フィルム、ポリイミドフィルム等のフィルム、合成紙、上質紙、
コート紙、アート紙、キャストコート紙、スーパーキャスト紙、耐水紙、クラフト紙、再
生紙、含浸紙、ケント紙、感熱紙等の紙類、布類などが挙げられる。後述の製造方法から
、原料を浸透させない伸縮性の低いシートが好ましい。
【０１１６】
　第一の層及び／又は第二の層に用いられるフィルム素材として、例えば、ポリエチレン
フィルム（ＰＥフィルム）、ポリ塩化ビニルフィルム（ＰＶＣフィルム）、ポリ塩化ビニ
リデンフィルム（ＰＶＤＣフィルム）、ポリビニルアルコールフィルム（ＰＶＡフィルム
）、ポリプロピレンフィルム（ＰＰフィルム）、ポリエステルフィルム、ポリカーボネー
トフィルム（ＰＣフィルム）、ポリスチレンフィルム（ＰＳフィルム）、ポリアクリロニ
トリルフィルム（ＰＡＮフィルム）エチレン酢酸ビニル共重合体フィルム（ＥＶＡフィル
ム）、エチレン－ビニルアルコール共重合体フィルム（ＥＶＯＨフィルム）、エチレン－
メタクリル酸共重合体フィルム（ＥＭＡＡフィルム）、ナイロンフィルム（ＮＹフィルム
、ポリアミド（ＰＡ）フィルム）、セロファン、アイオノマーフィルム（ＩＯフィルム）
、などが挙げられる。表層に用いられるフィルム素材として、各種金属、磁性体も適用可
能である。これらは単独で使用してもよく組み合わせて使用してもよい。フィルム素材は
上記例に限定されない。
【０１１７】
　第一の層及び／又は第二の層に用いられる紙素材として、上質紙、塗工紙、ホイル紙、
クラフト紙、再生紙、合成紙、含浸紙、ケント紙、感熱紙、各種適用可能である。これら
は単独で使用しても組み合わせて使用してもよい。紙素材は上記例に限定されない。
【０１１８】
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　第一の層及び／又は第二の層に用いられる布素材としては、例えば、コットン、ガーゼ
、ダブルガーゼ、オーガンジ、織物などを含むことができる。これらは単独で使用しても
よく組み合わせて使用してもよい。布及びその素材は、上記例に限定されない。
【０１１９】
　第一の層及び／又は第二の層に用いられる合成樹脂としては、フェノール樹脂（ＰＦ）
、エポキシ樹脂（ＥＰ）、メラミン樹脂（ＭＦ）、尿素樹脂（ユリア樹脂、ＵＦ）、不飽
和ポリエステル樹脂（ＵＰ）、アルキド樹脂、ポリウレタン（ＰＵＲ）、熱硬化性ポリイ
ミド（ＰＩ）ポリエチレン（ＰＥ）（高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチ
レン（ＭＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）を含む）、ポリプロピレン（ＰＰ）
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ酢酸ビ
ニル（ＰＶＡｃ）、テフロン（登録商標）（ポリテトラフルオロエチレン、ＰＴＦＥ）、
ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂）、ＡＳ樹脂、アクリル樹脂（Ｐ
ＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）（ナイロンを含む）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリカ
ーボネート（ＰＣ）、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ、変性ＰＰＥ、ＰＰＯ）
、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、グ
ラスファイバー強化ポリエチレンテレフタレート（ＧＦ－ＰＥＴ）、環状ポリオレフィン
（ＣＯＰ）、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、ポリスルホン（ＰＳＦ）、ポリエ
ーテルサルフォン（ＰＥＳ）、非晶ポリアリレート（ＰＡＲ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）
、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、熱可塑性ポリイミド（ＰＩ）、ポリアミド
イミド（ＰＡＩ）などが挙げられる。これらは単独で使用してもよく組み合わせて使用し
てもよい。合成樹脂は、上記例に限定されない。
【０１２０】
　第一の層及び／又は第二の層としては、前述のように、フィルム、不織布等のシートを
基材として用いることが出来る。不織布の目付は、例えば、５～１００ｇ／ｍ２である。
【０１２１】
［性質］
　本形態に係るシート１００によれば、空気溜まりができにくく、できた場合にも、上か
ら押えるだけで、容易に空気を抜くことができる。この性質は、半連続気泡構造によるこ
とから、通気性試験によって、評価することができる。
【０１２２】
　また、ガラスに強い粘着強度で貼ることができる。ガラスは、表面が平滑なものだけで
はなく、すりガラス、フロストガラス、型板ガラスなどの表面に凹凸がある表面処理ガラ
スを含む。この性質は、粘着強度によって評価することができる。
【０１２３】
　更に、本形態に係るシート１００によれば、多孔質フォーム層が、強い粘着性と柔軟性
を兼ね備えることから、例えば、最大で０．７ｍｍの凹凸を有する、壁紙等にも強い粘着
度で貼ることができる。
【０１２４】
　更に、剥離する際には、粘着剤を塗布することや含浸されていないことから、被着体に
移行せず（糊残りすることなく）、接合部から剥がすことができるため、繰り返し使用す
ることができる。また、剥がした際に、材料強度が大きなことから、繰り返し使用するこ
とができる。繰り返し使用することができることは、層間剥離強度によって評価すること
ができる。
【０１２５】
　ガラスへの使用においては、前述のように、多孔質フォーム層がガラスの熱による伸縮
を吸収するので、屋内に貼っても熱割れが生じない。
【０１２６】
　本形態に係るシート１００は、遮光性を有する。遮光性は、日射透過率、紫外線吸収率
によって評価することができる。また、断熱性を有していてもよい。断熱性は、熱伝導率
によって評価することができる。
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【０１２７】
・通気性
　通気性は、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法に準拠し、フラジール型通気性試験機を用いて
測定した値によって評価する。通気性は、２［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上、８０［ｍｌ／ｃ
ｍ２／ｓ］未満であれば、半連続気泡構造であるといえる。５［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上
、７０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］未満であることが好ましく、１０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上
、６０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］未満であることがより好ましく、２０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］
以上、５０［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］未満であることが更に好ましい。
【０１２８】
・粘着強度（９０°剥離強度）
　粘着強度（９０°剥離強度）は、ＪＩＳ　Ｚ　０２３７に準拠し、２４ｍｍ幅×１５０
ｍｍに打ち抜き、伸びの影響をなくすため表面（粘着面でない方）に片面接着テープを止
めた発泡体（多孔質フォーム層）を３０ｍｍ幅×２００ｍｍの壁紙（株式会社サンゲツ社
製、型番ＬＢ－９７２１）に貼り、２ｋｇローラーで２回往復し圧着させ室温に２４時間
放置する。その後、オートグラフを用いて３００ｍｍ／ｍｉｎ速度で引き上げる（９０°
剥離）試験力を測定し、粘着強度（９０°剥離強度）（Ｎ／２４ｍｍ）とすることによっ
て評価する。粘着強度は、０．４～２．５Ｎ／２４ｍｍであることが好ましく、０．９～
２．５Ｎ／２４ｍｍであることがより好ましく、１．１～２．５Ｎ／２４ｍｍであること
が更に好ましい。粘着強度が０．５Ｎ／２４ｍｍ未満である場合には、粘着強度が弱いと
いう問題があり、２．５Ｎ／２４ｍｍを超えると材料破壊が起こり易いという問題がある
。尚、多孔質フォームと多孔質フォームが使用される対象物（被着体）間の粘着・接着強
度より、多孔質フォーム層とその他の層及びその他の層同士の粘着・接着強度が高いこと
が好ましい。引き剥がし時に他の層が剥離することなく多孔質フォーム層１１０をその対
象物面から剥離することができる結果、繰り返しの使用が可能となるからである。
【０１２９】
・層間剥離強度（材料強度）
　層間剥離強度（材料強度）は、サンプルをＴ字剥離した場合の応力を測定することによ
り、評価するものである。具体的には、発泡体（多孔質フォーム層）を１２ｍｍ幅×１５
０ｍｍに打ち抜き発泡体の両面に両面テープ（日東電工社製、品番５０００ＮＳ）を貼り
、その両面に１２ｍｍ幅×２００ｍｍのバッキングフィルム（ＰＥＴフィルム：東レ社製
、品番Ｓ３８）を貼り、２ｋｇローラーで２回往復し圧着させ８５℃の炉に２４時間放置
する。その後、室温に１時間以上放置させオートグラフ（島津製作所社製、型番ＡＧ－Ｘ
）を用いて１０００ｍｍ／ｍｉｎ速度でバッキングフィルムを引っ張った（Ｔ字剥離）試
験力を測定し、層間剥離強度（Ｎ／１２ｍｍ）とすることによって評価する。層間剥離強
度は、３．０Ｎ／１２ｍｍ以上であることが好ましく、４．０Ｎ／１２ｍｍ以上であるこ
とがより好ましく、７．０Ｎ／１２ｍｍ以上であることが更に好ましい。層間剥離強度が
３．０Ｎ／１２ｍｍ未満である場合、剥離する際に破断してしまい、繰り返しの使用がで
きないという問題がある。
【０１３０】
・柔軟性
ＪＩＳ Ｋ ６２５４に準拠し、柔軟性は２５％圧縮荷重にて評価する。φ５０のサンプル
（多孔質フォーム層）を１．０ｍｍ／ｍｉｎの速度で、サンプルの元の厚みの２５％の厚
みに達するまで、押しつぶした時の応力を測定する。この２５％圧縮荷重が、２．０～１
１．０ｋＰａであることが好ましく、３．０～７．０ｋＰａであることがより好ましい。
２５％圧縮荷重が当該範囲内であれば、被着体が、多少の凹凸を有する場合でも、より十
分な追従性を有することとなるからである。
【０１３１】
・遮光性
　遮光性は、日射透過率（ＪＩＳ　Ｒ　３１０６）、紫外線吸収率（ＩＳＯ　９０５０）
によって評価する。日射透過率は、４０％未満であることが好ましく、３０％未満である
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ことがより好ましい。日射透過率が４０％以上の場合、遮光性が不十分である。紫外線吸
収率は、８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。紫外
線吸収率が８０％未満である場合、紫外線吸収率が不十分である。
【０１３２】
・断熱性
　断熱性は、多孔質フォーム層の素材と厚みによって、異なる。使用の目的に応じて、適
宜変更すればよい。また、断熱性を高めるための層を設けてもよい。断熱性は、ＪＩＳ　
Ａ　１４１２‐１に準拠し、熱伝導率を測定することにより、評価することができる。測
定機器としては、熱伝導率測定装置（オートΛ）ＨＣ－０７２（英弘精機株式会社製）が
挙げられる。
【０１３３】
・貼付試験
　貼付試験は、多孔質フォーム層の粘着強度及びその持続力を評価する。具体的には、多
孔質フォーム層の貼付後の落下の有無について試験を行う。発泡体と平坦なスチール板（
１００ｃｍ２）の複合体と、ＳＵＳ板に壁紙を貼り付けた板を作成する。そして、図５Ａ
に示すようにＳＵＳ板、 壁紙、発泡体、スチール板の上から６ｋｇの重りを載せて３０
秒間放置して壁紙に発泡体を粘着させる。その後、図５Ｂに示すように、壁紙を垂直に立
て、フック部材をスチール板の中央に貼り付け、鉛直方向にフックで１００g、２００g又
は３００ｇの錘を引っ掛けて２４ｈｒ放置後、落下の有無を確認することにより評価する
ことができる。落下しないことで、本発明に十分な粘着強度及びその持続力を有すること
となる。
【０１３４】
・繰り返し貼付試験
　繰り返し貼付試験は、繰り返しの使用に対してもその粘着強度及び持続力を維持できる
かについて評価する。上記、貼付試験終了後、再度の貼付試験により、落下の有無を確認
することにより評価することができる。落下しないことで、本発明に十分な粘着強度及び
その持続力を繰り返しの貼付においても維持できることがわかる。
【０１３５】
［用途］
　本形態に係るシート１００は、その性質により、様々な用途に応用可能である。このよ
うな用途の例として、上述したものの他に、カレンダー、壁紙（クロス）、汚れ・キズ防
止カバー、写真印刷媒体、広告媒体（印刷）、警告板、パネル（展示会等にて使用するも
の等）、季節もの装飾品、玩具、パズル、ストレス解消グッズ、ランチョンマット、ひじ
当てパッド、マウスパッド、マグネット代替品、画鋲代替品、両面テープ、付箋、ズレ防
止材、梱包材、ガラス緩衝材（ビン・ワイン・ボトル等）及びグリップ緩衝剤等が挙げら
れる。また、遮光性を有するため、窓ガラス等の遮光、プライバシー侵害の防止、を目的
とする用途に広く使用可能である。また、ガラスの飛散防止や結露の防止を目的とする用
途等にも広く使用可能である。
【０１３６】
　更に、断熱性があることから、断熱を目的とする用途に広く使用可能である。この場合
には、前述のように、断熱性を高める構成とすることもできる。
【実施例】
【０１３７】
　次に、本発明を実施例及び比較例により、更に具体的に説明するが、本発明は、これら
の例によって何ら限定されるものではない。
【０１３８】
［原料］
≪多孔質フォーム原料≫
　まず、本実施例及び比較例においては、多孔質フォームの原料として下記の原料を使用
した。
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＜水分散性樹脂＞
・アクリル系エマルジョン１：
　アクリルニトリル、アクリル酸アルキルエステル、イタコン酸共重合体、ｐＨ９、固形
分６０％、粘度１２，０００ｍＰａ・ｓ、平均粒径０．２μｍ、Ｔｇ－２０℃
・アクリル系エマルジョン２（フィラーレス）：
　アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル共重合体、ｐＨ９、固形分５４％、粘度１０，
５００ｍＰａ・ｓ、平均粒径０．２μｍ、Ｔｇ－２０℃
・エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１:
　エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（商品名：Ｓ－４１０ＨＱ、住化ケムテ
ックス社製）、ｐＨ８．５、固形分５５％、粘度２，５００ｍＰａ・ｓ、平均粒径０．９
μｍ、Ｔｇ－１８℃
・エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン２:
　エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン（商品名：Ｓ－９５０ＨＱ、住化ケムテ
ックス社製）ｐＨ８．５、固形分５３％、粘度１，３００ｍＰａ・ｓ、平均粒径０．６μ
ｍ、Ｔｇ－３０℃
＜起泡剤＞
・アニオン性界面活性剤１
　アルキルスルホコハク酸ナトリウム、ｐＨ９．４、固形分３０％、ＨＬＢ３９．７
・アニオン性界面活性剤２
　アルキルベタイン、脂肪酸アルカミノールアミド、ジエタノールアミン、アニオン系界
面活性剤混合系ｐＨ７、固形分４０％
・両性起泡剤３
　アルキルベタイン、ｐＨ１０、固形分４０％
＜架橋剤＞
・架橋剤
　疎水系ＨＤＩイソシアヌレート、官能基数３．５
【０１３９】
＜多孔質フォーム原料１＞
　アクリル系エマルジョン１とエチレン酢酸ビニル共重合体樹脂エマルジョン１を主剤と
して使用し、各５０：５０重量部に対し、３重量部のアニオン性起泡剤１、３重量部のア
ニオン性起泡剤２、１重量部の両性起泡剤３、２．０重量部の架橋剤を混合して多孔質フ
ォーム原料１とした（実施例１に対応する）。
＜多孔質フォーム原料２－１５＞
　表１～表２に示す割合（実施例２－１５に対応する）で原料を配合した以外は、多孔質
フォーム原料１と同様にして発泡体原料を調製した。
＜多孔質フォーム原料１６－２４＞
　表２に示す割合（比較例１－９に対応する）で原料を配合した以外は、多孔質フォーム
原料１と同様にして発泡体原料を調製した。
【０１４０】
≪基材≫
　発泡体を担持する基材として、以下のものを用いた。
＜基材＞
・基材１
　離形処理されているＰＥＴフィルム（０．０３８ｍｍ）
【０１４１】
［シートの形成］
≪実施例１の調製≫
　多孔質フォーム原料１にエアー又は窒素ガス等の不活性ガスを加えて、メカニカルフロ
ス法により（発泡条件１００～１０００ｒｐｍにて）発泡させ、基材１にキャスティング
した後、加熱処理（オーブン又は乾燥炉）することで、実施例１に係るシートを得た。
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≪実施例２－２０の調製≫
　使用した多孔質フォーム原料を多孔質フォーム原料を表１に従って調製した以外は、実
施例１と同様に、実施例２－１５に係るシートを得た。
≪比較例１－１５≫
　使用した発泡体原料を表２に従って調製した以外は、実施例１と同様に、比較例１－９
に係るシート（粘着性発泡体）を得た。
【０１４２】
［評価試験］
　次に、シート（実施例１～１５及び比較例１～９）の測定及び評価を行った。その結果
を表１～２に示す。
【０１４３】
・外観
　目視にて、発泡体の表面を評価した。またセルの状態については、走査型電子顕微鏡に
よる発泡体の断面画像から評価した。発泡体表面に破泡、セルの合一による表面荒れがな
くセルが均一である場合「○」と、若干の表面荒れ、セルが荒い場合「△」と、表面が荒
れ、セルが非常に荒い場合、及びセルが形成されていない（発泡していない）場合「×」
と評価した。表には示していないが、実施例に係る発泡体の表面はセルが均一であり、表
面あれがなかった。
【０１４４】
・気泡構造
　起泡構造は、通気性測定により評価した。２［ｍｌ／ｃｍ２／ｓ］以上８０［ｍｌ／ｃ
ｍ２／ｓ］であれば半連続気泡構造とした。表には示していないが、実施例に係る発泡体
は、半連続気泡構造を形成していた。
【０１４５】
・厚さ
　厚さをシックネスゲージによって測定した。
【０１４６】
・密度
　単位体積当たりの重さを計算することによって測定した。
【０１４７】
・柔軟性
　ＪＩＳ　Ｋ　６２５４に準拠し、柔軟性は２５％圧縮荷重にて評価した。φ５０のサン
プルを１．０ｍｍ／ｍｉｎの速度で、厚さの２５％分を（７５％の厚さに）押しつぶした
時の応力を測定する。
測定した応力が、２．０ｋＰａ以上３．０ｋＰａ未満の場合「◎」、３．０ｋＰａ以上７
．０ｋｐａ未満の場合、「○」、７．０ｋＰａ以上１１．０ｋＰａ未満の場合、「△」、
２．０ｋＰａ未満又は１１．０ｋｐａ以上の場合、「×」と評価した。
【０１４８】
・粘着強度（９０°剥離強度）
　ＪＩＳ　Ｚ　０２３７に準拠し、２４ｍｍ幅×１５０ｍｍに打ち抜き、伸びの影響をな
くすため表面（粘着面でない方）に片面接着テープを止めた発泡体を３０ｍｍ幅×２００
ｍｍの壁紙（株式会社サンゲツ社製、型番ＬＢ－９７２１）に貼り、２ｋｇローラーで２
回往復し圧着させ室温に２４時間放置する。その後、オートグラフを用いて３００ｍｍ／
ｍｉｎ速度で引き上げる（９０°剥離）試験力を測定し、粘着強度（９０°剥離強度）（
Ｎ／２４ｍｍ）とする。粘着強度（９０°剥離強度）が１．１Ｎ／２４ｍｍ以上２．５Ｎ
／２４ｍｍ以下の場合「◎」、粘着強度（９０°剥離強度）が０．９Ｎ／２４ｍｍ以上、
１．１Ｎ／２４ｍｍ未満の場合「○」粘着強度（９０°剥離強度）が０．４Ｎ／２４ｍｍ
以上、０・９Ｎ／２４ｍｍ未満の場合「△」、粘着強度（９０°剥離強度）が０．４Ｎ／
２４ｍｍ未満又は２．５Ｎ／２４ｍｍを超える場合「×」と評価した。
【０１４９】
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・層間剥離強度（材料強度）
　上述した試験方法に従い、発泡体を１２ｍｍ幅×１５０ｍｍに打ち抜き発泡体の両面に
両面テープを貼り、その両面に１２ｍｍ幅×２００ｍｍのバッキングフィルム（ＰＥＴフ
ィルム）を貼り、２ｋｇローラーで２回往復し圧着させ８５℃の炉に２４時間放置する。
その後、室温に１時間以上放置させオートグラフを用いて１０００ｍｍ／ｍｉｎ速度でバ
ッキングフィルムを引っ張った（Ｔ字剥離）試験力を測定し、層間剥離強度（Ｎ／１２ｍ
ｍ）とする。層間剥離強度が７．０Ｎ／１２ｍｍ以上の場合「◎」、層間剥離強度が３．
０Ｎ／１２ｍｍ以上、７．０Ｎ／１２ｍｍ未満の場合「○」、層間剥離強度が３．０Ｎ／
１２ｍｍ未満の場合「×」と評価した。
【０１５０】
・貼付試験
　上述した試験方法により、貼付試験を行った。
　本試験に使用した器具は以下のものであった。
・ＳＵＳ板：双葉電子工業株式会社社製、型番ＳＵＳ３０４
・壁紙：株式会社サンゲツ社製、型番ＬＢ－９７２１
・フック：レック株式会社社製、型番Ｈ－５５３
・スチール板：面積１００ｃｍ２、重量８０ｇ、厚さ５．０ｍｍ
【０１５１】
　評価方法は、落下無しは○、落下ありは×にて合否判定を行った。尚、被着体もしくは
発泡体に破損が見られた場合は×とした。
【０１５２】
　この貼付試験に合格すると、理論下記条件が成立する。
（１）面積１００ｃｍ２にて１００ｇ荷重合格（１００ｇ／１００ｃｍ２）⇒１０ｋｇ／
ｍ２

（２）面積１００ｃｍ２にて２００ｇ荷重合格（２００ｇ／１００ｃｍ２）⇒２０ｋｇ／
ｍ２

（３）面積１００ｃｍ２にて３００ｇ荷重合格（３００ｇ／１００ｃｍ２）⇒３０ｋｇ／
ｍ２

【０１５３】
　貼付試験に用いた壁紙（株式会社サンゲツ社製、型番ＬＢ－９７２１）の凹凸は最大で
０．７ｍｍである（図６の断面写真参照）。当該最大値の０．７ｍｍは、走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ、株式会社キーエンス製、ＶＨＸＤ－５００）を用いて、壁紙の断面の写真を
撮影した。その後、画像処理ソフトＩｍａｇｅ－Ｐｒｏ　ＰＬＵＳ（Ｍｅｄｉａ　Ｃｙｂ
ｅｒｎｅｔｉｃｓ社製、６．３ｖｅｒ）を用いて、凹凸深さを計測した。より具体的には
、ＳＥＭ画像を読み取り、次に、画像処理で凹凸の形状を読み取った（形状をそのまま認
識した）。次に、測定項目として「２点間距離」を選択した。次に、任意の２０個の凸部
に対し、凸部の最頂部と隣接する凹部の最底部の厚さ方向の距離を算出し、最大の距離を
算出した。
【０１５４】
・繰り返し貼付試験
　上述した試験方法により、繰り返し貼付試験を行った。表には示してはいないが、材料
破壊の起こさない実施例に係るシートは、繰り返しの貼付においてもその粘着強度、追従
性及び材料強度を維持することがわかった。
【０１５５】
　評価方法として、落下無しは「○」、落下ありは「×」にて合否判定を行った。尚、落
下はしなかったが、被着体もしくは発泡体に破損が見られた場合は「△」とした。
【０１５６】
・総合判定
　前記の２５％圧縮荷重、材料強度、粘着強度の評価結果（表１及び２に結果を示した）
について、総合判定を行った。前記３種類の評価項目の結果について、◎を３点、○を２
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点、△を１点、×を０点として、合計を算出した。この場合に、８点以上を「ＡＡＡ」、
７点を「ＡＡ」、６点及び５点を「Ａ」、４点を「Ａ’」、３点以下を「Ｂ」とした。こ
れらの結果を表１及び２に示した。
【０１５７】
【表１】

【０１５８】
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【表２】

【０１５９】
　表１～２に示すように、実施例は、粘着強度、層間剥離強度、２５％圧縮荷重の結果に
基づく総合判定においてＡ’以上の評価であり、貼付試験（１００ｇ荷重）においても○
であり、本発明の目的を達成するものである。尚、本発明に係るシートは、平滑面である
ガラス面やＳＵＳ板に対しても良好な粘着性を発揮できることがわかった。
【０１６０】
　また、実施例８のシートに、ＰＥＴフィルムを設けた積層シートの上に、最外層となる
ように、更に機能層として、上述したような樹脂ミラー層を設けた積層シートを用意した
。同様にホワイトボードを設けた積層シートを用意した。当該積層シートを、ＳＵＳ板、
ガラス面、表面処理ガラス及び壁紙に貼付したところ、いずれも良好な粘着度で貼り付き
、それぞれ、反射鏡、又は、ホワイトボードとして使用することができた。また、貼付試
験においてもいずれも落下は起こらず、その後の引き剥がし時にも、積層シートが材料破
壊を起こさず、繰り返しの使用ができることがわかった。
【符号の説明】
【０１６１】
１００　　シート
１１０　　多孔質フォーム層
１２０　　第一の層
１３０　　第二の層
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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